
政
令
第

号

観
光
圏
の
整
備
に
よ
る
観
光
旅
客
の
来
訪
及
び
滞
在
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す

る
政
令

内
閣
は
、
観
光
圏
の
整
備
に
よ
る
観
光
旅
客
の
来
訪
及
び
滞
在
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
三
十
九
号
）

の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
六
第
四
項
及
び
第
二
十
七
条
の
七
第
四
項
中
「
外
国
人
観
光
旅
客
の
来
訪
地
域
の
整
備
等
の
促
進
に
よ
る
国
際

観
光
の
振
興
に
関
す
る
法
律
」
を
「
外
国
人
観
光
旅
客
の
旅
行
の
容
易
化
等
の
促
進
に
よ
る
国
際
観
光
の
振
興
に
関
す
る
法

律
」
に
改
め
る
。

（
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
三
条
第
一
項
第
三
号
中
「
）
、
旅
行
業
者
代
理
業
」
の
下
に
「
（
観
光
圏
の
整
備
に
よ
る
観
光
旅
客
の
来
訪
及
び



滞
在
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第
十
二
条
第
一
項
前
段
に
規
定
す
る
観
光
圏
内
限
定
旅
行

業
者
代
理
業
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

（
中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
一
第
十
号
中
「
旅
行
業
者
代
理
業
」
の
下
に
「
（
観
光
圏
の
整
備
に
よ
る
観
光
旅
客
の
来
訪
及
び
滞
在
の
促
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第
十
二
条
第
一
項
前
段
に
規
定
す
る
観
光
圏
内
限
定
旅
行
業
者
代
理
業
を

除
く
。
別
表
第
二
第
二
十
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

別
表
第
三
第
五
号
中
「
第
十
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
第
四
号
中
「
第
十
条
第
二
項
」
を
「
第
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

（
登
録
免
許
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

登
録
免
許
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
四
条
の
見
出
し
中
「
旅
行
業
」
の
下
に
「
又
は
旅
行
業
者
代
理
業
」
を
加
え
、
同
条
中
「
規
定
に
よ
る
」
の
下
に



「
旅
行
業
の
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

法
別
表
第
一
第
百
四
十
二
号

に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
旅
行
業
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
旅
行
業
者
代

(二)

理
業
の
登
録
で
、
旅
行
業
法
施
行
令
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
る
事
務
に
係
る

も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。

第
三
十
条
中
「
第
百
四
十
二
号
」
を
「
第
百
四
十
二
号
の
二
」
に
改
め
る
。

（
旅
行
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

旅
行
業
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
及
び
旅
行
業
者
代
理
業
」
の
下
に
「
（
観
光
圏
の
整
備
に
よ
る
観
光
旅
客
の
来
訪
及
び
滞
在
の
促
進

に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第
十
二
条
第
一
項
前
段
に
規
定
す
る
観
光
圏
内
限
定
旅
行
業
者
代
理
業

を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

（
労
働
時
間
等
の
設
定
の
改
善
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
八
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
の

一
部
の
委
任
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

労
働
時
間
等
の
設
定
の
改
善
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
八
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権



限
の
一
部
の
委
任
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
四
年
政
令
第
二
百
九
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
五
号
ホ
中
「
旅
行
業
者
代
理
業
」
の
下
に
「
（
観
光
圏
の
整
備
に
よ
る
観
光
旅
客
の
来
訪
及
び
滞
在
の

促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第
十
二
条
第
一
項
前
段
に
規
定
す
る
観
光
圏
内
限
定
旅
行
業
者
代

理
業
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

（
公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

本
則
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
百
二
十

観
光
圏
の
整
備
に
よ
る
観
光
旅
客
の
来
訪
及
び
滞
在
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
三
十
九

号
）

（
外
国
人
観
光
旅
客
の
来
訪
地
域
の
整
備
等
の
促
進
に
よ
る
国
際
観
光
の
振
興
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

外
国
人
観
光
旅
客
の
来
訪
地
域
の
整
備
等
の
促
進
に
よ
る
国
際
観
光
の
振
興
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
八
年

政
令
第
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

外
国
人
観
光
旅
客
の
旅
行
の
容
易
化
等
の
促
進
に
よ
る
国
際
観
光
の
振
興
に
関
す
る
法
律
施
行
令

第
一
条
第
一
項
中
「
外
国
人
観
光
旅
客
の
来
訪
地
域
の
整
備
等
の
促
進
に
よ
る
国
際
観
光
の
振
興
に
関
す
る
法
律
」
を
「

外
国
人
観
光
旅
客
の
旅
行
の
容
易
化
等
の
促
進
に
よ
る
国
際
観
光
の
振
興
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
第
二
十
八
条
第
一
項
」

を
「
第
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
四
号
ロ
中
「
第
二
十
九
条
第
二
項
」
を
「
第
十
七
条
第
二
項
」
に
改
め

る
。第

五
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
二
十
九
条
第
二
項
」
を
「
第
十
七
条
第
二
項
」
に
、
「
第
三
十
一
条
」
を
「
第
十
九
条
」

に
、
「
第
三
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
三
十
条
」
を
「
第
十
八
条
」
に

、
「
第
三
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
三
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十

四
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
第
二
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
十
六
条
第
一
項
」
に
、
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第

一
項
」
に
、
「
第
三
十
条
」
を
「
第
十
八
条
」
に
、
「
第
三
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正



）
第
九
条

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成

十
九
年
政
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
六
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
外
国
人
観
光
旅
客
の
来
訪
地
域
の
整
備
等
の
促
進
に
よ
る
国
際
観
光
の
振
興
に

関
す
る
法
律
施
行
令
」
を
「
外
国
人
観
光
旅
客
の
旅
行
の
容
易
化
等
の
促
進
に
よ
る
国
際
観
光
の
振
興
に
関
す
る
法
律
施
行

令
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
観
光
圏
の
整
備
に
よ
る
観
光
旅
客
の
来
訪
及
び
滞
在
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
七

月
二
十
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

観
光
圏
の
整
備
に
よ
る
観
光
旅
客
の
来
訪
及
び
滞
在
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と

と
さ
れ
た
旅
行
業
者
代
理
業
の
登
録
等
に
関
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
か
ら
観
光
圏
内
限
定
旅
行
業
者
代
理

業
に
関
す
る
も
の
を
除
く
等
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


